
 

 

商慣行の是正に向けた取り組み宣言 

 

 今般、液化石油ガス法の改正省令が発令されたことに伴い、株式会社シバヤマでは適正な

商取引に関する取り組みについての宣言を行い、お客様の信頼にお応えできるよう引き続

き法令の遵守およびサービスの提供に努めてまいります。 

 

 

＜取り組み内容＞ 

・商慣行の是正に向けた関係法令を遵守し、適正な商取引を行います。 

   

・ＬＰガス料金の透明化に向けて、三部料金制へ移行いたします。 

   

・当社のＬＰガスやサービスをご利用いただく前に、料金の公表や丁寧な説明を行うよ

う努めてまいります。 

 

   

 

 これからもお客様が安心・安全にＬＰガスをご利用頂けるよう、保安の確保とエネルギー

の安定供給に努めてまいります。 


